
 

○八尾市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 

平成30年３月31日規則第109号 

八尾市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号。以下「政

令」という。）及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号。以

下「省令」という。）に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律

第137号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則の用語の意義は、法、政令及び省令の定めるところによる。 

（産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設に係る許可申請に必要な書類又は図面） 

第３条 法第14条第１項の許可の申請若しくは産業廃棄物収集運搬業に係る法第14条の２第１項の

許可の申請又は法第14条の４第１項の許可の申請若しくは特別管理産業廃棄物収集運搬業に係る

法第14条の５第１項の許可の申請に当たっては、省令に定める書類及び図面のほか、次に掲げる

書類及び図面を添付しなければならない。ただし、これらの許可の更新を申請する場合で市長が

認めるときは、この限りでない。 

(１) 委任状（申請の手続を行う者と申請者が異なる場合に限る。） 

(２) 直前３事業年度の確定申告書の写し 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面 

２ 法第14条第６項の許可の申請若しくは産業廃棄物処分業に係る法第14条の２第１項の許可の申

請又は法第14条の４第６項の許可の申請若しくは特別管理産業廃棄物処分業に係る法第14条の５

第１項の許可の申請に当たっては、省令に定める書類及び図面のほか、次に掲げる書類を添付し

なければならない。ただし、これらの許可の更新を申請する場合で市長が認めるときは、この限

りでない。 

(１) 海洋投入処分の用に供する施設の概要を記載した書類（海洋投入処分を業として行う場合

に限る。） 

(２) 前項第１号及び第２号に掲げる書類 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 法第15条第１項の許可の申請、法第15条の２の６第１項の許可の申請、法第15条の４において

準用する法第９条の５第１項の許可の申請若しくは法第15条の４において準用する法第９条の６



 

第１項の認可の申請又は法第15条の４において準用する法第９条の７第２項の届出に当たっては、

省令に定める書類及び図面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 産業廃棄物処理施設の設置の場所の登記事項証明書 

(２) 第１項第１号及び第２号に掲げる書類 

(３) 法第15条の４において準用する法第９条の７第２項の届出にあっては、相続があったこと

を証する書類 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

４ 前３項の申請又は届出をする場合に省令又は前項の規定により添付する書類のうち、官公署が

発行するものは申請日前３月以内に発行されたものとする。ただし、事業の用に車両又は船舶を

供する場合の省令第９条の２第２項第３号（省令第10条の12第２項において準用する場合を含

む。）に規定する書類は、有効期間内の自動車検査証又は船舶検査証書の写しとすることができ

る。 

（認定証の書換え交付） 

第４条 市長は、省令第12条の11の10の規定により交付した認定証の記載事項に変更があったとき

は、当該認定証を書換え交付する。 

（許可証等の再交付の申請） 

第５条 省令第10条の２、第10条の６、第10条の14、第10条の18若しくは第12条の５の規定により

許可証の交付を受けた者又は省令第８条の38の９若しくは第12条の11の10の規定により認定証の

交付を受けた者は、当該許可証又は認定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、市

長に許可証又は認定証の再交付を申請することができる。 

２ 汚損又は破損により前項の規定による再交付を申請しようとする者は、汚損し、又は破損した

当該許可証又は認定証を添付して申請しなければならない。 

３ 亡失により第１項の規定による再交付を受けた者は、亡失した許可証又は認定証が発見された

ときは、発見された当該許可証又は認定証を直ちに返納しなければならない。 

（産業廃棄物処理施設の許可証の返納） 

第６条 省令第12条の５の規定により許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する

場合には当該許可証を市長に返納しなければならない。 

(１) 省令第12条の10の２第１項の規定により産業廃棄物処理施設の廃止に係る届出書を市長に

提出したとき。 

(２) 法第15条の３の規定により産業廃棄物処理施設に係る許可が取り消されたとき。 



 

（熱回収施設の認定証の返納） 

第７条 省令第12条の11の10の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当

する場合には当該認定証を市長に返納しなければならない。 

(１) 省令第12条の11の８で定められる期間の経過により当該認定がその効力を失ったとき。 

(２) 省令第12条の11の11において準用する省令第５条の５の10第１項の規定により熱回収施設

の廃止に係る届出書を市長に提出したとき。 

(３) 法第15条の３の３第５項の規定により当該認定が取り消されたとき。 

(４) 前条各号のいずれかに該当するとき。 

（産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可証の返納） 

第８条 省令第10条の２、第10条の６、第10条の14又は第10条の18の規定により許可証の交付を受

けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には当該許可証を市長に返納しなければならない。 

(１) 政令第６条の９、第６条の11、第６条の13又は第６条の14で定められる期間の経過により

当該許可がその効力を失ったとき。 

(２) 省令第10条の10第２項又は第10条の23第２項の規定により事業の全部の廃止に係る届出書

を市長に提出したとき。 

(３) 法第14条の３の２（法第14条の６において準用する場合を含む。）の規定により当該許可

が取り消されたとき。 

（一体的処理の認定証の返納） 

第９条 省令第８条の38の９の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当

する場合には当該認定証を市長に返納しなければならない。 

(１) 政令第６条の７の２の規定により一体的処理の認定の廃止に係る届出書を市長に提出した

とき。 

(２) 法第12条の７第10項の規定により当該認定が取り消されたとき。 

（指定区域台帳及び届出台帳の備置き） 

第10条 法第15条の18第１項に規定する指定区域台帳（以下「指定区域台帳」という。）及び法第

19条の12第１項に規定する台帳（以下「届出台帳」という。）を環境部に備え置く。 

（届出台帳の閲覧） 

第11条 法第19条の12第３項の規定により届出台帳の閲覧を請求しようとする関係人は、閲覧の請

求書を市長に提出しなければならない。 

（指定区域台帳及び届出台帳の閲覧の停止及び禁止） 



 

第12条 市長は、指定区域台帳又は届出台帳の閲覧をする者（以下「閲覧者」という。）が次の各

号のいずれかに該当する場合には、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。 

(１) 指定区域台帳又は届出台帳を破り、若しくは汚し、又はそのおそれがあるとき。 

(２) 他の閲覧者に迷惑をかけたとき。 

(３) 閲覧に関して職員の指示に従わないとき。 

２ 市長は、前項に規定する場合のほか、指定区域台帳又は届出台帳の管理のため特に必要がある

と認める場合は、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。 

（提出書類等の様式） 

第13条 次の各号に掲げる書類等の様式は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 政令第６条第１項第１号ハの規定によりその例によることとされる政令第３条第１号ヘ

(１)の表示、政令第６条第１項第１号ホの規定によりその例によることとされる政令第３条第

１号リ(１)(ロ)の掲示板、政令第６条の５第１項第１号ロの規定によりその例によることとさ

れる政令第４条の２第１号ト(１)の表示及び政令第６条の５第１項第１号ニの規定によりその

例によることとされる政令第３条第１号リ(１)(ロ)の掲示板のうち、法第14条第１項又は第14

条の４第１項の許可を受けた者に係るもの 様式第１号 

(２) 政令第６条第１項第２号ロ(１)の規定によりその例によることとされる政令第３条第１号

リ(１)(ロ)の掲示板及び政令第６条の５第１項第２号リ(１)の規定によりその例によることと

される政令第３条第１号リ(１)(ロ)の掲示板のうち、法第14条第６項又は第14条の４第６項の

許可を受けた者に係るもの 様式第２号 

(３) 政令第６条第１項第３号ハの表示及び政令第６条の５第１項第３号イの表示 様式第３号 

(４) 省令第11条第６項第６号、第12条の９第３項第６号、第12条の11の12第２項第２号、第12

条の11の13第２項第３号ロ及び第12条の12第２項第３号に掲げる書類 様式第４号 

(５) 省令第11条第６項第８号、第12条の11の12第２項第４号及び第12条の12第２項第４号に掲

げる資産に関する調書 様式第５号 

(６) 省令第10条の10の３、第10条の24及び第12条の11の３の届出書 様式第６号 

(７) 省令第11条第６項第11号、第12条の９第３項第７号（省令第11条第６項第11号に係る部分

に限る。）、第12条の11の12第２項第７号及び第12条の11の13第２項第２号ハに掲げる書類 様

式第７号 

(８) 省令第12条の12第２項第５号に掲げる書類 様式第８号 

(９) 省令第10条の４第２項第７号に掲げる書類 様式第９号 



 

(10) 省令第10条の４第２項第１号に掲げる書類 様式第10号 

(11) 省令第10条の４第２項第４号に掲げる書類 様式第11号 

(12) 省令第10条の16第３項第１号に掲げる書類 様式第12号 

(13) 省令第10条の16第３項第２号に掲げる書類 様式第13号 

(14) 第３条第２項第１号に掲げる書類 様式第14号 

(15) 第５条第１項の規定による許可証又は認定証の再交付の申請書 様式第15号 

(16) 第11条の請求書 様式第16号 

（書類の提出部数） 

第14条 政令、省令及びこの規則に規定する書類の提出部数は、正本１部及び写し１部とする。た

だし、次の各号に掲げる書類の提出部数については、当該各号に定めるところによる。 

(１) 省令第12条の11第１項の届出書 正本１部及び写し２部 

(２) 省令第12条の11の11において準用する省令第５条の５の11第１項、第８条の４の６、第８

条の17の３、第８条の27及び第８条の38の11の報告書 正本１部 

(３) 省令第８条の４の５及び第８条の17の２の計画書 正本１部 

(４) 省令第11条第１項の申請書 正本１部及び写し５部（政令第７条の２に規定する産業廃棄

物処理施設を設置する場合にあっては、正本１部及び写し20部） 

(５) 前条第15号の申請書 正本１部 

(６) 前条第16号の請求書 正本１部 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（昭和52年大阪

府規則第44号）の規定に基づいて提出されている書類は、この規則の相当規定に基づいて提出さ

れたものとみなす。 

附 則（令和元年12月13日規則第32号） 

この規則は、令和元年12月14日から施行する。 

附 則（令和３年３月３日規則第10号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 



 

様式第１号（第13条関係） 

 



 

様式第２号（第13条関係） 

 



 

様式第３号（第13条関係） 

 



 

様式第４号（第13条関係） 

 



 

様式第５号（第13条関係） 

 



 

様式第６号（第13条関係） 

 



 

様式第７号（第13条関係） 

 



 

様式第８号（第13条関係） 

 



 

様式第９号（第13条関係） 

 



 

様式第10号（第13条関係） 



 



 



 



 

 



 

様式第11号（第13条関係） 

 



 

様式第12号（第13条関係） 

 



 

様式第13号（第13条関係） 

 



 

様式第14号（第13条関係） 

 



 

様式第15号（第13条関係） 

 



 

様式第16号（第13条関係） 

 


